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環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部及び水・大気環境局公共測量作業

規程は、作業規程の準則（平成 20 年国土交通省告示第 413 号）を準用する。 

この場合において、準則の第１条第１項中「準則」とあるのは「規程」と、「第

34 条」とあるのは「第 33 条第１項」と、同条第２項中「準則」とあるのは「規

程」と読み替え、「規程は、」の下に「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策

部及び水・大気環境局が行う」を加える。 

第２条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第３

条第２項中「準則」とあるのは「規程」と、第５条第３項第二号中「準則」と

あるのは「規程」と、第７条中「準則」とあるのは「規程」と、第８条第１項

中「準則」とあるのは「規程」と、第 17 条第１項中「準則」とあるのは「規程」

と、同条第２項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは

「規程」と、附則中「平成 20 年４月１日」とあるのは「承認日」と、それぞれ

読み替えるものとする。 




